
大分県介護員養成研修事業者指定事務取扱要綱 新旧対照表 

 

改正後（新） 現行（旧） 

 

第１章 総則 （略） 

 

第２章 介護職員初任者研修 

 

第３条～第５条 （略） 

 

（本人確認） 

第６条 受講申込受付時または初回の講義時に本人確認を実施しなければ

ならない。 

２ 本人確認の方法は次のとおりとする。 

ア 戸籍抄本若しくは住民票の提出 

イ 在留カード等の提示 

ウ 運転免許証の提示 

エ パスポートの提示（所持人記入欄（住所欄）の記載があるものに 

限る） 

オ 健康保険証資格確認書の提示 

カ 年金手帳の提示 

キ 国家資格等を有する者については、免許証または登録証の提示 

ク 個人番号カード（マイナンバーカード）の提示 

ケ その他 県が適当と認める方法 

 

第１章 総則 （略） 

 

第２章 介護職員初任者研修 

 

第３条～第５条 （略） 

 

（本人確認） 

第６条 受講申込受付時または初回の講義時に本人確認を実施しなければ

ならない。 

２ 本人確認の方法は次のとおりとする。 

ア 戸籍抄本若しくは住民票の提出 

イ 住民基本台帳カードの提示 

ウ 在留カード等の提示 

エ 運転免許証の提示 

 

オ パスポートの提示 

カ 健康保険証の提示 

キ 年金手帳の提示 

ク 国家資格等を有する者については、免許証または登録証の提示 

ケ その他 県が適当と認める方法 



改正後（新） 現行（旧） 

 

第７条～第１９条 （略） 

 

 

第３章 生活援助従事者研修課程 （略） 

 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 「大分県介護員養成研修（訪問介護員養成研修課程）事業者指定事務取

扱要綱」及び「大分県介護職員基礎研修事業者指定事務取扱要綱」は廃止

する。 

      附 則 

１ この要綱は、平成２６年７月２５日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成３０年１１月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和２年１０月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和２年１２月２５日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和８年２月１３日から施行する。 

 

 

第７条～第１９条 （略） 

 

 

第３章 生活援助従事者研修課程 （略） 

 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 「大分県介護員養成研修（訪問介護員養成研修課程）事業者指定事務

取扱要綱」及び「大分県介護職員基礎研修事業者指定事務取扱要綱」は

廃止する。 

      附 則 

１ この要綱は、平成２６年７月２５日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成３０年１１月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和２年１０月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和２年１２月２５日から施行する。 

 

 

 



改正後（新） 現行（旧） 

 

 

 

 

 

 



改正後（新） 現行（旧） 

様式２～様式７ （略） 

 

様式２～様式７ （略） 

 



改正後（新） 現行（旧） 

様式９－１、様式９－２ （略） 

 

様式９－１、様式９－２ （略） 

 

 



改正後（新） 現行（旧） 

 

 

 

 



改正後（新） 現行（旧） 

様式１１ （略） 

 

様式１１ （略） 

 



改正後（新） 現行（旧） 

 

 

 

 



改正後（新） 現行（旧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後（新） 現行（旧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後（新） 現行（旧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


